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※事業所の通常の事業実施地域を越えて上記地域に居住する者へサービスを提供した場合は、さらに５％加算

邑智町
（全域）

大和村
（全域）

特別地域加算対象地域以外の中山間地域等
（以下地域に所在する小規模事業所は、１０％加算）

中　山　間　地　域　等

中山間地域等一覧

美
郷
町

　

　

特別地域加算対象地域
（以下地域に所在する事業所は、１５％加算）
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